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     氏   名               宮崎    貴朗

所属専攻            社会と経済専攻

「リハビリテーション医療の経済的側面」

【概要】

 高齢社会を迎えたわが国の医療においては ､ 高齢者に対してのみならず ､

慢性疾患への治療をはじめ ､ 予防を目的とした健康管理まで広いニーズが

要請されるようになっている ｡ そ の 経 済的基盤をなす医療費においては ､

高い比率を占める老人医療費の増加により ､ 国民医療費の増大が懸念され ､

わ が 国 の 将 来 に お け る 経 済 情 勢 に 大 き な 負 担 と な る も の と 予 想 さ れ て い

る ｡ こ の ような背景において ､ リ ハ ビ リテーション医療への社会の要請の

高まりとともに ､ その経済的側面の評価が重要となっている ｡そこで ､ 今回

は ､ 近年の医療における動向をふまえつつリハビリテーション医療におけ

る対象患者 ･ ス タ ッ フの状況等の基礎的情報に加え ､ 診 療 報 酬等の経済的

側面について検討した ｡

 診療報酬請求においては ､「リハビリテーション医療」の 1 件あたり ､総

計 の 点 数 は ､ 絶 対 額 で は 経 年 的 に 増 加 し て い た が ､ 全 体 の 総 点 数 (総額 )に

占める割合では ､ 大 き な変化は見られていなかった ｡ 疾 患 別 では成人病で

ある循環器系疾患と ､ 年齢別では高齢者層の占める割合が大きかった ｡

 これらの結果より ､ リハビリテーション医療の経済的側面としては ､ 絶対

額 の増大は認められるが ､ そ の増大は ､ 医 療 全 体の中での相対的なもので

ある ｡ こ れ は ､ 近 年 の リハビリテーション医療が医療の周辺領域である保

健 ･ 福祉への拡大とともに ､ これらの分野へ進出してきたためであろう ｡
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１．はじめに

 高齢化の進展 ､ 成人病の増加 ､予防 ･ 健康医学への期待の高まりにより ､リ

ハ ビ リ テ ーション医療の需要は増大しており ､ 事実 ､ 新 ゴ ー ルドプランや

介護保険構想による新介護システムにおいては ､ 多数の保健医療福祉関連

の施設 ､ マ ン パ ワー確保について莫大な投資が必要とされている ｡ こ れら

に対し ､ 介護面等のケア的要素を重視しており ､ 予防医学 ､ 健康管理等の領

域を含むリハビリテーション医療の分野は ､ 医療の中で最近重要視されて

いるが ､ リハビリテーション医療の領域についての経済的側面の分析は十

分になされていない ｡ 今 後の医療が ､ ま す ま すその内容においての充実が

期待される中で ､ 日 本 の医療における ､ 現 在 の リハビリテーション医療に

ついて ､ 経 済 的 側面にはどのような特徴が見られるのか ､ ま た その特徴を

形 づ く る メ カ ニ ズ ム は ど う な っ て い る の か と い っ た こ と を 検 討 す る こ と

は ､ 十分な意義があるものと考える ｡今回は ､ わが国のリハビリテーション

医療の現状について ､ まず経済的側面よりその特徴をとらえる目的で実証

分析を行った ｡

２．拡大するリハビリテーション医療

 本稿においては ､ 前述の高齢化等の背景において ､ わが国の医療が全体と

して ､ 規模 ､ 内容とも拡大しており ､ リハビリテーション医療は需要 ､また ､

供 給面においても増大傾向にあるのではないかということを仮説とする ｡

す な わ ち ､ 近 年 の情勢において ､ 現 在 の リハビリテーション医療について

は以下の仮説があてはまるものとして分析を行うこととする ｡

 『高齢化の進展 ､ 成人病の増加 ､予防 ･ 健康医学への期待の高まりにより ､

リハビリテーション医療の需要は増大している ｡ これにあわせて供給量を

左右する施設数 ､ マンパワー等も増加しており ､ 医療においては ､ リハビリ
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テーション医療をはじめとして予防医学やケア的要素の強い分野や保健 ･

福祉分野等への突出などの構造的変化が起きている ｡』すなわち ､具体的に

は ､ 以下の事項である ｡

①リ ハビリテーション医療の医療費は実質額 ､ 構成比率 (対国民医療費 )と

も上昇している ｡

②リハビリテーション医療における受療者数は増加している ｡

③リハビリテーション医療の供給面における ､ 専門従事者数も増大してい

る ｡

 これらについて ､ 当研究においては官公庁等発表のデータを分析し ､ 考察

を 加える ｡ 具 体的には ､ わ が 国 のリハビリテーション医療において患者数

やその年齢構成 ､ 診療報酬等の現物給付されるサービスの価格 ､ 受診者数 ､

施 設 数 ､ 従 事 者 数等の現物給付されるサービスの数量等を調査して ､ 現 状

を分析することである ｡

３．近年のわが国における医療の動向

 わが国における医療は ､近年の日本経済の低成長の中で ､ 経済的負担が相

対的に大きくなっており ､さらに ､ 今後の高齢化の急進行において ､ マクロ

には拡大が懸念されている状況である ｡しかし ､ 近年の医療費は ､毎年 1 兆

円の規模で増大しており ､ 特に老人医療に対する医療費が増大しているこ

とが特徴的である (図１ ) ｡ 国 民 医療費の推移を見ても医療費の増大傾向は

明らかであり ､ その年次推移は大まかに以下のように分けられる 1 ) (表１ )｡

国 民経済の安定成長とともに ､ また ､ 国民皆保険制度において ､ わが国の医

療の質・量の向上をもたらしたが ､ 医療費も増加していった ｡医療費適正期

(昭和 58～平成３年度 ) ､ 老 人 医療費急増期 (平成４年度以降 )では ､ 特に老

人 医療費の増加が懸念されるようになり ､ や はり ､ 現 在 で は医療費の急増
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とともに抑制が唱えられるようなっている ｡ この国民医療費が増大してき

た要因は ､ 公 的 医療保険制度の拡大 ･ 伸長 ､ 医 学 技術の急速な進歩 ､ 人 口の

高齢化 ､ 生 活 の 現代化の中でライフスタイルが変化したこと ､ 国 民 の健康

意識が高まり危険回避による受診行動が強くなってきたこと等々による ｡

わ が 国 の 現在の医療においては ､ 経 済 成長とのアンバランスが生じ ､ し か

も ､ 高 齢 化 の進行により高コスト構造にある医療故に ､ 医 療 費 の高騰の問

題が出現している ｡ 医療費の中で高齢者 (図２ )や ､成人病 (図３ )に対する額

も増加している ｡ こ う いう背景の中で ､ 成 人 病 等の慢性疾患や高齢者への

ケアを多く対象とするリハビリテーション医療が ､ 近 年 ､ 重 要なものと認

識されるようになっている ｡ このようにリハビリテーション医療の必要性

が認識されてきたのは ､ 医療自体が発展していることによるものであるこ

とに加え ､ 現代の状況においてより必要とされるからである ｡

４．リハビリテーション医療の定義 ､範囲

 分析にあたっては ､“リハビリテーション医療”のモデルの定義をはっき

りさせておくことが必要である ｡ 比較的新しい領域であるリハビリテーシ

ョン医療は ､ 経 済 学 者による定義付けや研究は ､ ほ と ん ど行なわれていな

い ｡ 保健 ･ 福 祉 分 野 や健康関連分野とも接しているリハビリテーション医

療の領域においては ､ そ の 範囲が不明瞭であるので ､ 対 象疾患 ･ 患者 ､ サ ー

ビス提供形態等の特徴を正確に捉えるために「リハビリテーション医療」

のサービス受容者 (患者 )をもはっきりとさせた明確なモデルが必要で ､枠

組 み を しっかりととらえるべきであると考える ｡ そ こで ､ 以 下にリハビリ

テーション医療のわが国の医療制度における位置付けを踏まえて ､ その範

囲について定義付けを行うこととする ｡

 ４．１．リハビリテーション医療の位置付け
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 わが国の制度上は ､ リ ハ ビリテーション医療はどのような位置付けがな

さ れ て い る の で あ ろ う か ｡ か つ て ､ 健 康 保 険 制 度 上 ､『 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン』という項目はなく ､ 特掲診療料のなかの理学療法として位置付けられ

ていた。医療制度の中で ､ 平成４年の診療報酬改定と ､ 平成５年の医療法改

正において ､『リハビリテーション』と明記された ｡ 診療報酬の制度上では ､

『リハビリテーション医療は ､ 基本的動作能力の回復を目的とする理学療

法や応用的動作能力 ､ 社 会 的 適応能力の回復を目的とした作業療法 ､ 言 語

能力の回復を目的とした言語療法 ､ などの治療法により構成される ｡』とさ

れている ｡ 医療法では ､ 第１条の２『医療は ､ 生命の尊重と尊厳の保持を旨

とし ､ 医師 ､ 歯 科 医 師 その他の医療の担い手と医療を受けるものとの信頼

関係に基づき ､ 及び医療を受けるものの心身の状況に応じて行われるとと

もに ､ そ の 内容は単に治療のみならず ､ 疾病の 予防のため の 措 置 及 び リ ハ

ビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない ｡ 』とされ

ている ｡すなわち ､ 診療報酬上では『理学療法 ､作業療法 ､言語療法』のこと

であり ､ 医療法上では医療の中のものとしつつも具体的に特定しておらず

より広義な意味で使われており ､ 双方とも医療機関においてのリハビリテ

ーションを指している ｡

 ４．２．リハビリテーション医療の範囲

 リハビリテーション医療の行為対象が「障害」であることにその特徴が

見出せる ｡ 医療行為の対象は「疾患」であるが ､ リハビリテーション医療の

対象となるものは ､「疾患」としてのみとらえられるものではなく ､「障害」

としてとらえられるものである ｡ す なわち ､ 生 活全般にわたる ､ また ､ 人 間

として疾患により長期間にわたって残る 「障害」をも対象とするので ､リ

ハ ビ リテーション医療は ､ 医 療 に比べより範囲が広く ､ 医 療 と 福祉の狭間

に 位 置 す る も の で あ る ｡ こ の「 障 害 」 の 定 義 に は 様 々 な も の が あ る が ､
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Duncan は Conceptua l  Mode l s  o f  D i sab i l i t y (図４ )として ､障害の理解 ､評

価 ､ 測 定 ､ 治 療 に 役 立 つ ﾓ ﾃ ﾞ ﾙ と し て ､W H O ( I C I D H ) ､ Nagi“ func t i ona l

l imi ta t i on  ”mode l を代表としてあげている 2 )｡「 障害」は patho logy か

ら d isab i l i ty までに分類され ､ 周囲の環境にもより影響される多様なもの

であるとしている ｡これらの「障害」を対象とした ､ リハビリテーション医

療は ､  pa tho logy の治療のみならず ､治療により impa i rment を最少とす

ること ､機能 f u n c t i o n を最大限に伸ばすこと ､d isab i l i ty に対する身体的

要因の除去等をも目的とする ｡d isab i l i ty は impa i rment に起因している

の で ､ impa i rments ､ func t i ona l  l imi ta t i ons ､ d isab i l i ty の 関 係 や

impa i rment の変化を捉えることが重要となる ｡よって ､疾患の「治療」に

要する時間はより長期間にわたるものとなり ､ 医療領域の「リハビリテー

ション医療」のみでは ､ その治療も完結せず ､保健・医療・福祉全体にわた

るリハビリテーションとの併用も行われ ､ その治療の選択肢も多いことに

なる ｡大まかには ､impa i rment､d isab i l i ty､handi cap に対して ､前二者が主

に医療領域 ､ 後ろ二者が福祉領域のリハビリテーションに属するものであ

り ､「リハビリテーション医療」のみの枠組みを明確に捉えることは困難

である ｡

 しかし ､ あくまでも医療機関における医療行為の一つとしての「リハビリ

テーション医療」としてとらえるならば把握は可能である ｡広井は ､ 今後 ､

高コスト体質を持つ医療の改革として ､ 医療を耐費用構造の強いものへと

変革させていくため ､ 医療の本体部分の他に高度医療 ､予防・健康増進 ､「ア

メニティ」関連領域 ､ 介護 ･ 福祉の四つの周辺部分を定義し ､ 今後これら四

つの周辺部分へと拡充していくことを提案している 3 ) (図５ )｡ 周辺部分は ､

福祉・保健 ､ 生涯スポーツ等の健康領域と峻別できず ､ 実態を把握するのが

大変困難である ｡ 本稿では ､ リ ハ ビ リテーション医療を広井の言う本体医
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療の一部を構成するものとし ､ 医療としてのリハビリテーション領域に限

定して取り扱うこととすると明確な把握が可能となる ｡ 具体的には理学療

法 ､ 作業療法 ､ 言語療法等の診療報酬制度上 ､ 診療報酬の対象となるこれら

の医療行為を言うこととする ｡

５．リハビリテーション医療の経済的側面

 近年の医療費の増大傾向に添うように ､ リ ハ ビリテーション医療におい

ても供給施設数やマンパワー等のマクロ面には拡大が望まれている ｡ 疾病

構造 ､高齢化 ､ 多様なニーズ等の患者の構造変化につれて ､ 国民医療費の推

移も増大の一途をたどっている ｡ 同様に ､ 新 ゴ ー ルドプランや医療保険改

革等の保健 ･ 医 療 ･ 福 祉 領 域の様々な政策においても理学療法や作業療法

等のリハビリテーションの拡大が唱えられており ､ マンパワー獲得のため ､

事 実 ､ 専 門 職 の養成校が多く新設されており ､ 専 門 職 の人数も増加してい

る ｡ これら供給サイドであるリハビリテーション医療の専門職種人数の年

次推移における増加とともに ､ 診療報酬請求額も増加している ｡ ここでは ､

経済理論的な側面からその理由について考えてみることと ､ 公的統計資料

よりその実態を調査することとする ｡

 ５．１．リハビリテーション医療の「サービス」 ､「医療サービス」とし

ての性質

 「リハビリテーション医療」は ､まず ､「サービス」であり ､かつ「医療サ

ービス」の中の一つであるのでこれらの性質があてはまるものとして ､経

済 理 論において考察する ｡ 以 下 にこの二点との共通点 ､ 相 違 点 についてま

とめてみる ｡

  ５．１．１．「サービス」の性質を有する医療サービス

 医療サービスは現物としての「財」としてではなく ､「サービス」として
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の性質を有するため ､ そ の 取 り引きされる市場において需要 ､ 供 給 におい

て特徴が見られる ｡すなわち ､「サービス」における以下のような性質であ

る 4 )  (表２ )｡

表 ２．「サービス」の性質

①「サービス」はたいへん労働集約的である ｡

②「サービス」は ､ 輸送できないし買いだめもできず ､ 在庫が不可能である ｡

③「サービス」の需要者行動においては ､制度 ､ 季節 ､ 習慣 ､ 昼 ､ 夜等の非経

済的要素が大事である ｡

④「サービス」の供給面では ､ 情報の重要性が高い ｡

 ①から順に見ていくと ､①においては ､「 リハビリテーション医療」も労

働集約的であり ､ 生産の効率化等の進歩が少ないので価格上昇率が高いと

い う こ と は 同 様 で あ る ｡ また ､ ② の点においては「 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 医

療」でも同じくその「サービス」は ､ 輸送や在庫が不可能であるので「需

要と供給の同時性」という条件が満たされなければならない ｡③の点につ

いては「リハビリテーション医療」の需要者行動においても ､ 非経済的要

素は大事である ｡ しかし ､ 現 状 で は 夜間や休日の診療はなされていないの

で完全なものではない ｡ また ､ ④の点についても同様であり ､「 リハビリテ

ーション医療」の供給面では ､ 情報の重要性が高く ､ 需要者は限定されてお

り ､ サービス供給の効率化は ､ 輸送がきかない ､ タイミング ､患者の 「障害」

の多様性等の理由によりあまり進まないと思われる ｡

 さらに ､「リハビリテーション医療」には ､ このような「サービス」の性

質以外にも「医療サービス」の一つとして「医療サービス」について言わ

れている性質もあてはまる ｡「医療サービス」においては ､ サービス市場の

範囲は狭く ､ 労 働 集約的であり ､ 需 要 と 供給サイドにおいて情報が非対称
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である ｡ 医 療 サ ービスへの需要の特性については ､ 需 要 の 発生をもたらす

傷病の発生が ､ 不 確 実かつ不規則で ､ 予 測 不可能であり ､ しかも ､ そ の 需要

が発生した場合には ､ 生命の危険をともなうため購入が不可避であること

に よ る ｡ そ こで ､ 実 際 に 医 療 機 関に出向いて行っても ､ 購 入する財 (必 要 な

診 療 行 為 )へ の 知 識 が 需 要 者 に は 欠 如 し て お り ､ そ れ は 供 給 者 で あ る 医 師

の専門的知識にによって判断されるほかはない ｡ また ､ 需要の削減 (回復ま

たは死による )の 時 期 も 不 確 実 で あ る ｡ ま た ､ 需 要時には ､ 本 人 の 傷病の場

合 ､ 所 得 の 減少または喪失が同時にともなっている ｡ 通 常 の 財を需要する

場合には ､ 一 定 の 所得が確保されている条件のもとで ､ 財 へ の 支出を決定

するのと対照的である ｡一方 ､ 供給サイドにおいては ､「 専門財」であるの

で ､ 医 療行為の内容 ･ 価 格 の 決定は供給者側が集団独占的に決定しうるの

で ､ 供給者である医師と医療機関には次の様な特性が要求される (表３ )｡

表 ３．「医療サービス」の供給サイドに要求される特性

①医 療 サ ー ビ ス の 供 給 は ､ 専 門 的 知識に基づき ､ 患 者 の 治 療 への必要に即

して適切になされなければならない ｡

②利潤追求目的から決定されてはならない ｡

③医療行為に関する価格競争は排除される ｡

④医療サービスの価格は ､ 集団独占者としての利潤追求目的から決定され

てはならない ｡

⑤診療者の質的水準が確保されなければならない ｡

 医療行為の質的水準を保証するため ､ 診 療 者の質的水準が確保すること

が必要で専門的知識に基づき ､ 患者の治療への必要に即して適切になされ

なければならない ｡よって ､ 利潤追求目的から決定されてはならない上に ､

価格競争は排除される ｡また ､ 医療サービスの価格は ､ 集団独占者としての
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利潤追求目的から決定されてはならない ｡これらは ､「リハビリテーション

医療」においても共通にいえることである ｡

 以上の様な「リハビリテーション医療」の持つ「サービス」､「医療サー

ビス」の性質故に供給者優位等の市場の失敗をもたらす可能性がある ｡よ

って ､ いわゆる「市場の失敗」に対し何らかの公的介入が必要であるかも

しれないし ､ し かも ､ 医 療 サ ービスは利用コストが高くなっても需要がな

くなることはなく ､ 消 費 者の質の判断が貧弱であるので ､ サ ー ビス供給者

に 一 定 水 準 以 上 の 能 力 の 習 得 を 義 務 づ け る 資 格 制 度 が 必 要 と な る か も し

れない ｡

  ５．１．２．リハビリテーション医療のサービスとしての特徴

 以上の様に「サービス」と「医療サービス」の双方の性質を有する「リ

ハビリテーション医療」は ､ これまで述べてきたような疾患ではなく「障

害」を対象とする等 ､「医療」に対して若干異なる特徴を持つものである ｡

しかし ､制度上 ､ 医療行為の一つとして ､ 医療機関で取り引きされる「サー

ビス」であるので ､従来 ､ 医療経済学において言われているような医療サー

ビスとしての性質も大体はあてはまるものである ｡ 従来型の医療システム

の原則について ､Enthoven1988 は以下のように述べている (表４ )｡ これら

は ､ リハビリテーション医療においては若干異なる点がある ｡

表４．医療システムの原則

①患 者 が 医 師 を 自 由 に 選 べ る ｡ 保 険 者 は 被 保 険 者 の 受 診 先 を 指 定 で き な

い ｡

②医師の裁量権 ｡ 医療にかかわる情報は医師側にある ｡

③受診料の決定が患者と医師の交渉に委ねられること ｡ 保険者は関与でき

ない ｡

④出来高払制度 ｡
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 ①の点においては ､「リハビリテーション医療」の供給施設数は現段階で

はまだ不足しているとされており ､ 事 実 上 ､ 患 者 が医療機関を自由に選択

することは無理である ｡ しかし ､ 保 健 ･ 福 祉分野等において ､ 代 替 も可能で

あり ､ 近年は在宅ケアやデイサービス等の拡充により広がっていることは

周 知 の こ と で あ る ｡②の 点 は ､ イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト や 情 報 の 開 示 が

求められている昨今において ､ 特に ､ 患 者 自 身の将来の生活設計を援助す

るリハビリテーション医療においては ､ 患者自身の自律性が尊重されうる

の であるが ､ 専 門 財 である以上 ､ 同 様 な 性質を持つものである ｡③は ､ 同 様

で あるが ､ 先 に述べた ､ 隣 接 領域との代替が進んでおり ､ あ る程度は ､ 数 量

的な調整も可能である ｡これは ､「リハビリテーション医療」が ､ 救命医療

が主ではなく ､ 保健・福祉分野の例えば予防面でのアプローチの選択は任

意であってもかまわないことを考えれば明らかである ｡④の「出来高払制

度」については ､ 同様であるが ､ 専門職種は現在では開業権もなく ､ 供給を

コ ン トロールするインセンティブとなり得るか疑問である ｡ しかし ､ 医 療

機 関 に お い て 医 師 に よ る 指 導 の も と 施 行 さ れ る と す る 診 療 報 酬 制 度 に お

いては同様であろう ｡

 ここにおいては治療の期間がより「長い」ということと ､ 他の分野との代

替が可能な分野も多いという特徴が見られる ｡ いずれにしても ､ これらは ､

医療サービスは ､「サービス」の取り引きにおいて供給サイドが優越され

ていることを示すものであり ､ 需 要 を決定する健康については ､ 医 療経済

学において以下のような特性に基づくものである ｡

 需要においては ､『医療に対する需要は健康というストックを生産させる

ための派生需要である ｡ 』と ､ 医療需要の投資理論 (Grossman1972)で言わ

れているように ､ 医 療 の 需要は健康状態に依存するものであるので ､ 大 き

な 不 確 実性があるものである ｡ また ､ 専 門 的 な知識にもとづいたサービス
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であり ､ 情報の非対称性がある専門財 (p ro fess i ona l  goods )であるので ､供

給においては ､ 供給量や価格が供給サイドの主導により変更できるという

性質があり ､ 医師数が増加すると１件当たりの医療費も上昇するとされて

いる ｡ この医師数の増加が医療の価格を増大させることは以下の様に説明

されている ｡ 第一に ､ 医 師誘発需要の理論 (Dranove1988 )であり ､『 医 師 は

所 得の減少を食い止めるため ､ よ り 密度の濃い診療を行うことで ､ 需 要曲

線 を右方にシフトさせることが可能である ｡ そ の結果 ､ 医 師 数 の増加が医

療の価格を増大させる ｡ 』 というものである ｡ こ れについて Evans (1971)

は ､『医師・人口比率が高まると医師の労働時間が上昇する ｡競争の激化に

よる所得減少に直面した医師が ､ 医療サービス需要を作り出している ｡』と

している ｡一方 ､Pauly  and  Sat ter thwai te (1981 )は違った観点から ､患者が

いろんな病院をよりよいサービスを求めて渡り歩いているから ､ コストが

掛かってくると『医療サービスの探索理論』では説明されている ｡よって ､

増加するのが自然である ｡しかし ､「リハビリテーション医療」においては ､

これら供給サイドの主導や患者自身の自主的な「探索」により ､ 他の分野

への代替が進んでいることも事実である ｡

 この現物給付されるリハビリテーション医療のサービスは ､ 経 済学的な

見地においては ､ どのような性質をもつものとされるのか ｡ 前述した様に ､

本稿においては ､ 医療の本体部分の一部としてリハビリテーション医療を

とらえているので ､ 医療経済領域で一般的に言われている医療サービスと

同 様 の 性 質 を 持 つ ｡ し か し ､ 医 療 サ ー ビ ス と そ の 対 象 者 (患者 )の 年 齢 層 や

疾患の違いにより若干異なった特徴を持つものである (表５ )｡

表 ５．財 ､ サービス ､ 医療サービス ､ リハビリテーション医療サービスの特

性   『スティグリッツ公共経済学』 (表 10 .1 )より改変

リハビリテーション医療の市場と医療市場 ､ 標準的競争市場との違い



14

標 準 的 競 争 市 場       医 療 市 場                           リ ハ 医 療

                 労 働 集 約 的 ､ 価 格 上 昇 率 高 い              同 様

多 数 の 売 手          (大 都 市 以 外 で は )ほ ん の 限 ら れ た 数 の 病 院    も っ と 限 ら れ た 数

                                                  他 と 代 替 可 能

                                           供 給 元 が 医 療 か ら 保 健 ･ 福 祉 へ

利 潤 極 大 化 企 業       ほ と ん ど の 病 院 は 非 営 利             ほ と ん ど の 病 院 は 非 営 利

ど ち ら で も な い       必 要 不 可 欠                          ど ち ら で も な い

同 質 の 商 品          異 質 な 商 品                          異 質

                 専 門 財                             専 門 財

十 分 情 報 を も っ た 買 手  情 報 が 不 十 分 な 買 手                    情 報 が 不 十 分 な 買 手

                 売 り 手 の 資 格 制 度 必 要                売 り 手 の 資 格 制 度 必 要

消 費 者 に よ る 直 接 支 払 い  患 者 は 費 用 の 一 部 し か 支 払 わ な い      費 用 の 一 部 (公 的 補 助 大 )

                                               時 間 的 ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ (慢 性 疾 患 )

市 場 の 広 さ 大              小                            小

 「財」に対する「サービス」であり ､「医療」の一部であり ､ 周辺領域へ

拡大している「リハビリテーション医療」についての経済面での性質は表

に示すとおりである ｡例えば ､ 時間との関係については ､ リハビリテーショ

ン医療サービスは慢性の障害を長期間治療することが多いので ､ 治療が長

期になるほど治療効果である便益は下がってくるが ､ 供給サイドは収益を

考えると長期間にわたり供給しようとするものであり ､ このため行政によ

る数量制限が必要となり ､ 事 実 ､ 診 療 報酬の改正では診療回数が限定され

ている ｡しかし ､保健・医療・福祉の広い範囲にまたがるものなので ､ 広井

の言う医療の本体部分の周辺領域への拡大にそうように ､ リハビリテーシ

ョン医療は関連領域へ拡大している ｡ よ って ､ リ ハ ビ リテーション医療領
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域において ､ その医療としての行為が完結しなくとも ､ また ､ 医療機関での

供給への数量規制があっても ､ そ の 行 為の目的は達成されるものである ｡

例 え ば ､ 脳 血 管障害患者が医療 ､ リ ハ ビ リテーション医療において治療が

完結する場合もあれば ､ 途中で福祉領域においてリハビリテーションを行

うことも可能なのである ｡

 ５．２．リハビリテーション医療の経済的側面を現すデータ

  ５．２．１．データの解説と ､解析方法

 リハビリテーション医療の経済的側面を現すデータとして ､ 以 下のもの

を 用 い た ｡ ま ず ､ 国 民 の リ ハビリテーション医療への需要には ､ 患 者数(年

齢層別 ､ 傷病分類別 )を ､ 現 物給付されるサービスの数量については診療報

酬の額を ､ そ の 供 給数量については従事者数を用いた ｡ 診 療 報 酬について

は ､ 平 成７年社会医療診療行為別調査 (厚生省大臣官房統計情報部調べ )を

用いた ｡ この調査は ､ 毎年度行われるもので ､ 実際医療機関で現物給付され

た 医 療 サ ー ビ ス の 数 量 を 現 す 診 療 報 酬 請 求 書 に つ い て 全 国 の 医 療 機 関 か

ら無作為抽出法により調査を行ったものである ｡ 調 査対象では ､ 第 一次抽

出単位は保険医療機関又は療養取扱機関、第二次抽出単位は ､ 明細書とす

る層化無作為二段抽出法により抽出した明細書であり ､ 調 査は ､ 平 成 ６年

６月に審査されたものである ｡ 以上について ､「 リハビリテーション医療」

関係のデータを抽出した ｡

  ５．２．２．データ

 平成７年社会医療診療行為別調査における診療報酬の総点数において ､

疾 患 別 では ､ 医 療 全 体は循環器系の疾患が最多で ､ リ ハ ビ リテーション医

療についても同様であった (図６ )｡ 年齢層別では ､医療全体は 65～ 69 歳が

最多で高齢者層が多く ､ リハビリテーション医療においても同様の傾向が

見られた (図７ )｡ こ のうち ､ 年齢層別を主な疾患別に細かく見ると (図８ａ ,
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図８ｂ )､ 循 環器系の疾患と筋骨格系・結合組織の疾患において同様の傾向

が見られた ｡

 リハビリテーション医療の専門職種人数のうち ､ 理 学療法士と作業療法

士において ､ 年次推移で急増していた (図９ )｡

 平成７年社会医療診療行為別調査における診療報酬の総点数において ､

絶 対 額 は増大しているが ､ 全 体 に占める割合は少なく ､ 年 次 推 移でも割合

は横ばいであった (表６ ､図 10)｡

６．考察

 「リハビリテーション医療」は ､保健 ･医療 ･ 福祉の統合が叫ばれている近

年の社会保障制度において ､ 高齢者の医療やその施設や在宅ケアにおいて

重要な役割を果たすものと期待されている ｡ 高齢者や慢性疾患に対して従

来の病院・診療所における医療サービスにかかる費用より ､ 低額であるの

で効率的であるということがよく言われているが ､ こ こにおいては ､ コ ス

トの大小のみしか考えられておらず ､ どのようにあるべきかという議論は

なされていない ｡ 今回は ､ リ ハ ビ リ テーション医療の経済的側面について

検討を行った ｡

 診療報酬の推移を調べたところ ､ リ ハ ビリテーション医療領域において

医療費全体の年次推移とともに増大していたが ､ その割合の増加は見られ

なかった ｡1992 年の診療報酬改定をはじめリハビリテーション各診療行

為の点数自体は大幅に引き上げられているが ､ リハビリテーション計の構

成する点数割合はほとんど上昇していなかった ｡ こ れらは ､ 診 療 報酬改定

において回数制限が併せて導入されたから 5 )である ｡ 患者数等の需要は高

まっていたが ､ 供 給 量の増加には結び付いず ､ 何 ら か の供給量の管理が行

われていたものと思われた ｡ リ ハ ビリテーション医療のサービスは ､ 医 療
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サ ー ビ ス と 同 様 に 必 要 不 可 欠 な 価 値 財 と し て の 性 質 を 持 つ も の で あ る の

で ､ある程度 ､ 政府による管理がなされたためと思われる ｡

 経済理論により「サービス」 ､「医療サービス」との比較も行った ｡ 供給

量を供給者自らコントロールしやすいということをはじめとした「市場の

失敗」が同様に見られた ｡Rösch1980 により医療サービスの供給上の特性

(要求される特性ではなく ､ 事実として持っている特性 )は次の点が指摘さ

れている (表７ )｡

表 ７．「医療サービス」の供給上の特性

①医 学 に お け る 技 術 進 歩 が 著 し い ｡ こ の 技 術進歩を実現するには ､ 医 療 従

事者 ､ 設備の質と量を要するため ､ 費用もまた増加する ｡

②医 療 サ ー ビ ス は ､ 一 般 に サ ー ビ ス と し て の 財 が そ う で あ る よ う に ､ 生 産

と消費は同時に行われるから ､ 生産者と消費者は同一時間に同一場所にい

ることが必要である ｡

③したがって医療サービスの生産と分配のネットワークは ､ 消費者の手の

届くところに分散されていなければならない ｡ こ のために ､ 大 量 生産では

なく ､ 小規模経営の残る余地がある ｡

④規模の経済性は成り立たないか ､ あっても限られている ｡

⑤医療サービスの生産では生産性の上昇は困難であり ､ あってもわずかで

ある ｡

 リハビリテーション医療においては ､①は自然に増大する傾向を指し ､②

③は効率化のための地域ケアを指すものである ｡また ､④⑤により ､生産性

上 昇 も限られるものであることを指している ｡ 実 際 のデータにおいては ､

専門職種の人数等の供給における増加にもかかわらず ､ 診療報酬に現され

る量には大きな増加傾向は見られなかった ｡ 医 療 サービスにおける ､ 医 師
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誘発需要の理論のような ､ 供給サイドにおける増加に伴う供給量の増加は

見られなかった ｡ リ ハ ビリテーション医療は ､ 関 連する保健 ･ 医療 ･ 福 祉領

域 との関連において ､ 全 体 と 連携して供給されているものなので ､ 近年の

医療費の抑制等の政策により ､ 医療領域としてのリハビリテーション医療

は ､ 横ばいに推移しており ､ その他の保健 ･ 福祉領域への拡大においてその

役割を伸ばしているものと思われる ｡ もともとリハビリテーションとは障

害 に よ っ て 人 間 的 生 活 条 件 か ら 疎 外 さ れ て い る 人 々 の 全 人 間 的 な 復 権 を

目指す技術を含めた総合的なシステムを指している ｡ こ の意味から ､ そ れ

ぞれにおける円滑な連携の他 ､ 双方の連携がとれてはじめてリハビリテー

ション医療といえるのである ｡ つまり ､ リ ハ ビ リテーション医療の周辺部

分への拡大はきわめて自然なことである ｡よって ､「全人間的」復権を目指

す以上 ､ 周辺領域である関連分野との協調があることが自然であり ､また ､

そうあるべきものなのである ｡

７．まとめ

 リハビリテーション医療の現状では ､ 患 者 において高齢者層と循環器系

疾患が多かった ｡

 公的データにおいても ､ 診 療 報酬の全体にたいする割合において増加し

ていなかった ｡ これは ､ リハビリテーション医療の特徴としては ､ その治療

行為が長期間にわたり ､ 保 健 ･ 福 祉 等の他分野との代替が可能であるため

と考えられた ｡
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